
●仙台市
②宮城県仙台教育事務所

㉒宮城県発達障害者支援センター 「えくぼ」
㉓仙台少年鑑別所 法務少年支援センター仙台

（ふるじろ心の相談室）

㉔仙台法務局 仙台法務局（本局）
㉛宮城県警察本部生活安全部少年課
㉜東北厚生局 麻薬取締部（相談電話）

㉝宮城県警察本部警務部警務課 犯罪被害者支援室
㊲特定非営利活動法人 チャイルドラインみやぎ
㊳NPO法人 わたげの会

㊵NPO法人 ミヤギユースセンター
㊿東北大学震災子ども支援室“Ｓ-チル”

特定非営利活動法人 子どもの村東北

公益社団法人 宮城県精神保健福祉協会
みやぎ心のケアセンター
あしなが育英会 東北事務所

（仙台レインボーハウス）
認定特定非営利活動法人
冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク

災害子ども支援ネットワークみやぎ

③宮城県北部教育事務所

⑪宮城県北部児童相談所
⑭宮城県精神保健福祉センター
⑰宮城県北部保健福祉事務所（大崎保健所）

㉗仙台法務局古川支局
㊹大崎市青少年センター

この支援マップは，子ども支援に関する機関や団体を紹介しています。なお，利用にあたっては，次の点にご留意ください。

① 支援機関・団体によって，県内全域を対象とするものや特定の地域を管轄するものがあります。詳細については，各機関までお問い合わせくだ
さい。

② 個別の相談内容に応じて，他の相談機関を紹介，案内する場合があります。
③ 支援機関・団体の情報を提供することを目的として作成しています。子どもの支援に携わる全ての機関や団体を網羅したものではありません。

この支援マップは，子ども支援に関する機関や団体を紹介しています。なお，利用にあたっては，次の点にご留意ください。

① 支援機関・団体によって，県内全域を対象とするものや特定の地域を管轄するものがあります。詳細については，各機関までお問い合わせくだ
さい。

② 個別の相談内容に応じて，他の相談機関を紹介，案内する場合があります。
③ 支援機関・団体の情報を提供することを目的として作成しています。子どもの支援に携わる全ての機関や団体を網羅したものではありません。

宮城県子ども総合センター （H３１.１月更新）

⑯宮城県仙台保健福祉事務所（塩釜保健所）

㉕仙台法務局塩竈支局
㊺塩竈市青少年相談センター

①宮城県大河原教育事務所／➇児童生徒

の心のサポート班
⑮宮城県仙南保健福祉事務所（仙南保健所）
㉖仙台法務局大河原支局

⑯宮城県仙台保健福祉事務所岩沼支所

（塩釜保健所岩沼支所）
㊽岩沼市青少年室

⑰宮城県仙台保健福祉事務所黒川支所

（塩釜保健所黒川支所）

④宮城県北部教育事務所栗原相談窓口

⑱宮城県北部保健福祉事務所栗原地域事務所
（栗原保健所）

⑥宮城県東部教育事務所登米相談窓口

⑳宮城県東部保健福祉事務所登米地域事務所（登米保健所）
㉙仙台法務局登米支局

⑤宮城県東部教育事務所／⑧児童生徒の心のサ

ポート班
⑫宮城県東部児童相談所
⑲宮城県東部保健福祉事務所（石巻保健所）

㉘仙台法務局石巻支局
㊷石巻市福祉部少年センター／石巻市福祉部

虐待防止センター

一般社団法人 震災こころのケア・ネットワーク
みやぎ からころステーション
公益社団法人 宮城県精神保健福祉協会

みやぎ心のケアセンター（石巻地域センター）
あしなが育英会 東北事務所
（石巻レインボーハウス）

特定非営利活動法人 TEDIC
特定非営利活動法人 にじいろクレヨン

⑦宮城県気仙沼教育事務所

⑬宮城県東部児童相談所気仙沼支所
㉑宮城県気仙沼保健福祉事務所（気仙沼保健所）
㉚仙台法務局気仙沼支局

㊶気仙沼青少年育成支援センター
公益社団法人 宮城県精神保健福祉協会
みやぎ心のケアセンター（気仙沼地域センター）

⑨宮城県総合教育センター

（りんくるみやぎ）
➉宮城県中央児童相談所
㊻名取市健康福祉部こども支援課

（名取市定例青少年相談）

㊾白石市青少年相談センター

㊼多賀城市青少年育成センター

㊸涌谷町青少年相談室

〒981-1217 名取市美田園2丁目１－４（まなウェルみやぎ２階）

（代表電話）022-784-3580 （ホームページアドレス）http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kodomo_s/

●電話相談のみ

㉞社会福祉法人 仙台いのちの電話
㉟キャプネット・みやぎ

（子ども虐待防止ネットワーク･みやぎ）

㊱一般社団法人 社会的包摂サポートセンター
（よりそいホットライン）

㊴性暴力被害相談支援センター宮城

（けやきホットライン） ●各市町村…母子・児童福祉担当課

あしなが育英会 東北事務所

（陸前高田レインボーハウス）
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①校内担当者を中心とした組織体制を確立し，連携機関との窓口を一本化します。

②校内のケース会議等では，気になる子が「なぜ，そのような行動をとるのか」「何に困り感を抱いているのか」「本人・家

庭はどうしたいのか」等情報を収集し，表面的な課題から潜在的な課題を見立てていくこと（アセスメント）が大切です。

【情報収集の視点】：学校生活・学力・家庭環境・発達・心理・疾病・被災状況・友人関係，諸検査の結果など

③解決に向けた目標の設定と学校の役割，他機関と連携したい目的（内容）を整理し，具体的な手立てを考えていくこと

（プランニング）が大切です。短期的・中長期的な見通し（目標）を持って臨みましょう。

＊ＳＣ（スクールカウンセラー），ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）と十分に協議しましょう。

複雑化・多様化，低年齢化する子ど

もの諸問題に対して，関係機関と連携

した切れ目のない支援の必要性は高ま

っています。

②
情
報
の
収
集
と
整
理
（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
）

●効果的な連携を進めるために 関係機関につなぐ前に…  

○学習の状況

・習熟度や集中力

・成績の急激な落ち込み

・学習用具の準備状況

○保健室の利用状況

・利用頻度，疾病，ケガ

○登下校の様子

○衛生状況

・ 頭 髪 ， 服 装 ， 手 足 ， 口 腔 内 等

○給食の食べ方

○身体的な発達

○性への関心，嫌悪

○スクールカウンセラーの利用

など

○集団との関わり（孤立）

○周囲への乱暴な行動

○トラブルの増加

○表情

○嘘を繰り返す

○からかう（われる）

○異性への過度な関心，拒否感

○金銭の貸し借り  など

○強いこだわりと衝動性

○感覚の過敏，鈍感な反応

○既往歴や諸検査の結果  など

○親子，兄弟関係

○両親の夫婦関係

○家族構成の変化

○経済状況

○震災での被害状況

            など

情報をもとに総合的・多面的

に判断し，潜在的な課題を見  

立てること（アセスメント）

をしていきます。

①課題の把握

万引きや暴力等の問題行動が

続いているわねぇ～

Ａ君，授業中落ち着かないな～

最近休みがちだよな～

【子ども】

性犯罪被害

不登校いじめ 非  行

震災関係の悩み

発達障害 児童虐待

もしかしたら，次のような

背景があるかもしれません

●「困った子」から「困っている子」への見方の転換を

右のページへ


